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人吉東小学校北側ブロック塀改修工事等に係る
専決予算を承認
　北側ブロック塀については、地震等により倒壊の恐れ
があるため、東側ブロック塀に引き続き早急な改修が必
要とされていました。今回、国の第1次補正予算に伴う
臨時特例交付金を受け整備するものです。

人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の
一部を改正する条例、その他２件の条例を承認
　職員における正規の勤務時間以外の時間における勤務
に関し規則で必要な事項を定める条項を追加するため、
条例の一部を改正するものです。

平成30年度補正予算を承認
〇人吉第一中学校敷地内にマンホールトイレを設置
　大規模災害時、水洗トイレが使用できない状況下の避
難所において衛生環境を良好に保ち感染症や災害関連死
を未然に防ぐため、マンホールトイレ整備計画を策定。
６箇所に３カ年で39基整備するものです。今年度は、人
吉第一中学校に８基のトイレ整備が行われました。

平成31年度当初予算を承認
　総務費においては、一般退職者２名、特別職退職者２
名(市長・副市長)の退職金の増、教育振興費では、ICT
を活用した教育の推進に不可欠な学校内の無線LANアク
セスポイント機器が、すでに９年経過しており、その更
新に伴う使用料、賃借料の増、公民館費においては、校
区公民館の耐震診断業務委託料の増が主なものです。

〇各町内防犯灯設置に予算計上
　各町内から平成30年度までに要望が上がっている224
基分の防犯灯設置に要する経費720万円ついて予算計上
をしています。なお、この経費については、人吉応援団
基金650万円を充当しています。

〇肥薩線世界遺産推進関連施設費に1,718万
7,000円を計上

　人吉鉄道ミュージアム関連の予算として清掃委託料、
人吉鉄道ミュージアム管理委託料等が計上されていま
す。この委託料については、平成30年度まで地方創生推
進交付金を充当していましたが、３年間の交付期間が終
了したことから、平成31年度からは一般財源対応となり
ます。

総務文教委員会報告 ●委員長　大塚 則男　　●副委員長　宮﨑 保
●委　員　平田 清吉・犬童 利夫・西 信八郎・本村 令斗

平成31年３月第１回定例会は２月26日から
３月19日までの22日間開催されました。

平成31年度　一般会計予算
165億4,234万1千円 可決

(前年度比　16億7,336万円の減）

３月定例会報告

平成31年度一般会計予算（歳出）の主なもの

人 事 案 件 公平委員会委員の選任について同意した方 中島　祐一 氏

市庁舎建設事業
(新庁舎建設工事、西間別館
改修工事等)

マンホールトイレ整備事業人吉・球磨
スマート
インター
チェンジ
整備事業

10億4,755万5千円 1,825万1千円1億2,023万6千円
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「損害賠償について」承認
　要介護認定調査における歩行能力確認時の転倒負傷に
対し賠償を行うものです。執行部に対し、今後このよう
な事故がないよう、慎重に対応することを求めました。

平成30年度一般会計補正予算を承認
　それぞれの事業の内訳は、主に入札残や給付費等の決
算見込みの減額によるものです。

平成30年度特別会計５件の補正予算を承認
　国民健康保険事業・後期高齢者医療・介護保険・水道
事業・公共下水道事業の補正予算は、歳入歳出それぞれ
の決算見込みによる減額です。

平成31年度一般会計予算を承認
　主なものは、総務費では各分野の事業のシステム更新
費やコンビニ交付サービス事業の委託料・使用料など
が、民生費では、鍼灸マッサージ補助交付金が29年度
から１人12枚を24枚になったことから増加傾向にあり
前年度より増額されて計上されています。児童福祉費で
は、平成31年度から施設型給付に移行する幼稚園を含め
た給付費、医療費、児童手当等の扶助費が計上されてい
ます。生活保護費は、生活扶助費、医療扶助費、介護扶
助費が主なものです。衛生費は各分野の委託料を計上。

　この中には、がん検診等各種委託料や特定不妊治療費
補助金などが含まれています。清掃費では、浄化槽設置
整備事業が国の制度の改正により31年度から補助対象の
一部が変更になるが、市民への影響を考慮して国の激変
緩和措置を適用して平成31年度は現行のままとし、平成
32年度の適用開始に向けて取り組む予定であるとの説明
がありました。

平成31年度特別会計６件の予算を承認
　特別会計の国民健康保険・後期高齢者医療・介護保
険・介護サービス事業・水道事業・公共下水道事業の当
初予算は、前年度予算を踏まえ、市民サービスの低下を
招かないように予算計上されています。
　慎重に審査した結果、いずれも原案のとおり認めるこ
とに決しました。

厚 生 委 員 会 報 告 ●委員長　高瀬 堅一　　●副委員長　永山 芳宏
●委　員　塩見 寿子・井上 光浩・三倉 美千子・田中 哲

繁殖肉用牛導入等資金貸付限度額を70万円に改定
　人吉市繁殖肉用牛導入等資金貸付基金条例の貸付限度額
を改定するものです。
　事業開始の年の球磨家畜市場の平均価格は53万7千円
だったため、購入に対する1頭当たりの貸付限度額を50万
円としておりましたが、近年は平均価格が70万円を推移
しているため、貸付上限金額の見直しが必要となったもの
です。
　また、子牛の自家保留に対する貸付金の限度額も35万
円から70万円に引き上げられました。

工事請負契約の締結を承認
　国道219号（スマートIC整備事業）道路改築工事につい
て、契約金額１億6,688万7,770円で、光進建設株式会社
人吉支店と契約を締結するものです。
　この工事請負契約は、当初１億4,094万円で締結し、工
事を行いましたが、スマートIC交差点部の盛土工等にお
いて、ＮＥＸＣＯ西日本との協議により本市の施工となっ
たもの、国道部の埋め戻し材購入により工事費が増となっ
たもの等の増額変更により、2,594万7,770円の増額とな
り、変更請負額が1億6,688万7,770円となりました。予
定価格が１億５千万円以上の工事又は製造の請負は、議会
の議決が必要なため、提案されたものです。
　委員から、追加工事がわかった時になぜ委員会に説明し
なかったのか、議会軽視ではないかといった意見があり、

委員会として執行部に対し、今後このようなことがない
よう十分に反省し、早めに説明するよう要望したところで
す。

損害の賠償を承認
　平成30年11月28日午後５時10分頃、相手方車両が、市
道村山観音道路線を走行中、市道に設置している金網フェ
ンスの一部が外れて道路上にせり出していたため、相手方
車両が接触し損傷を与えた事故に関し、和解するもので
す。賠償の額は、44,938円です。
　委員会として執行部に対し、市内のフェンス等の点検を
行うよう、また、事故の状況写真については詳細な状況が
わかるよう十分に写真を撮影していただくよう要望してお
ります。

経済建設委員会報告 ●委員長　笹山 欣悟　　●副委員長　豊永 貞夫
●委　員　宮原 将志・福屋 法晴・村上 恵一・仲村 勝治

小永野第一雨水幹線付替工事の状況を視察

市道人吉矢岳線道路補修工事現地視察



(4)

　第18回治水・防災に関する特別委員会を、２月27日

に開催し、人吉橋下流左岸改修工事について審議しまし

た。

　工事が完成した人吉橋下流左岸の現地視察を行い、現

地で国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所の担

当者から、工事着工から完成までについて、資料に基づ

き詳しく説明をいただきました。

　堤防については、人吉市での増水時における安全対策

として、また、地元地権者の協力があり完成いたしまし

た。

　今後、下流の河床掘削や樹木の撤去、監視カメラを設

置すること、市との情報共有を行っていくことなどの説

明がありました。

　最後に委員会のまとめとして、治水・防災に関する特

別委員会における、今後の国土交通省九州地方整備局に

対する要望活動について、また、委員からの治水・防災

に関する特別委員会の存続についての要望を共有し、閉

会いたしました。

第31回を２月27日に開催
市庁舎建設に関する特別委員会の経緯を説明

　市庁舎建設に関する特別委員会におけるこれまでの議

事について、第１回から第30回までの主な審議内容に

ついては、第１回を平成27年９月25日に委員会を設置

し、第３回には既存の施設を活用し、事業費を抑制す

る基本構想見直し案Ａ案(16億円)及びＢ案(20億円)の説

明、平成28年４月発災の熊本地震により方針が転換さ

れ、第７回の委員会では堅牢な総合庁舎方式の新庁舎の

建設に方針転換。第９回では新庁舎建設に向けての基本

設計・実施設計について、第10回では行政視察研修につ

いて、第12回では事業費のシミュレーションについて、

第13回では庁舎建設設計業務委託業者を山下設計に選出

の報告、第14回では地元の建築設計事務所との委託契約

の締結について、第15回では免震構造を選定、第18回

では新市庁舎建設基本計画の策定、第19回では市庁舎建

設事業に係る継続費の設定について、第21回では庁舎建

設設計基本設計について、第24回では進入道路及び青井

西間線道路計画、人吉らしさについて、第27回では旧貯

木場を賃借することと、実施設計報告、第30回では西間

別館改修計画案(事業費・エレベーター)と什器整備計画

案等について説明報告を受けています。

　委員会として、今後については、予定行程が現時点で

当初より遅れており、またそれ以上に本体工事着工まで

には遅れが生じるような状況であるので、執行部におい

ては慎重に進められ、早い入札、落札者を決定して着工

に持っていかれることを要望して第31回委員会を閉会し

ました。

市庁舎建設に関する特別委員会報告

治水･防災に関する特別委員会報告

●委員長　永山 芳宏　　●副委員長　高瀬 堅一
●委　員　塩見 寿子・犬童 利夫・西 信八郎・笹山 欣悟・村上 恵一・三倉 美千子・仲村 勝治

●委員長　福屋 法晴　　●副委員長　宮﨑 保
●委　員　宮原 将志・大塚 則男・平田 清吉・井上 光浩・豊永 貞夫・本村 令斗・田中 哲

工　事　前

工　事　後
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　一般質問とは、年４回行われる定例会で、議員が市に対して政策の見直しや新たな政策を提
言する議員の重要な活動の一つです。
　３月定例会では、３月６日から８日までの３日間で14人の議員が登壇し、さまざまな視点か
ら活発な議論が行われました。
　その要旨を各議員が報告します。掲載は質問順としています。
　各議員の項目にあるQRコードをスマートフォン等の専用アプリで読み取ると、一般質問の
録画画像がご覧いただけます。

～市政の内容を問う～
一 般質問

　

国
・
県
の
文
化
功
労
者
に
対
し
て
の
表
彰
に
は
ど

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。　

　

国
で
は
、
叙
勲
や
地
域
文
化
功
労
者
文
部
科
学
大

臣
表
彰
、
県
で
は
、
く
ま
も
と
県
民
文
化
賞
、
熊
本

県
近
代
文
化
功
労
者
顕
彰
な
ど
が
あ
る
。

　

本
市
の
表
彰
規
則
は
、
分
野
ご
と
に
制
定
し
、
各

分
野
で
推
挙
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
文
化

功
労
表
彰
、
福
祉
功
労
表
彰
な
ど
に
規
則
を
分
け
る

べ
き
で
は
。

　

分
野
ご
と
に
表
彰
と
い
う
形
で
、
功
労
を
称
え
、

光
を
当
て
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
じ
思
い
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
新
た
な
表
彰
の
制
度
が
必
要
か
、
今
の

規
則
で
で
き
な
い
か
は
、
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
と

思
っ
て
い
る
の
で
、
提
言
と
し
て
受
け
止
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。

　

財
政
調
整
基
金
等
の
枯
渇
が
現
実
味
を
帯
び
て
き

て
い
る
中
、
市
庁
舎
建
設
と
財
政
状
況
の
折
り
合
い

を
ど
う
つ
け
て
い
く
の
か
。　

　

新
市
庁
舎
建
設
後
の
財
政
状
況
が
い
か
に
あ
る
べ

き
か
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
、
既
存
事
業
の
調
整
等

に
よ
る
財
源
確
保
を
図
り
な
が
ら
、
ど
う
進
め
て
い

く
の
か
を
、
ぶ
れ
る
こ
と
の
な
い
か
じ
取
り
を
行
う

こ
と
が
市
長
の
使
命
と
感
じ
て
い
る
。

　

今
回
の
入
札
の
不
調
、
不
落
に
対
す
る
責
任
は
ど

う
考
え
る
か
。

　

こ
の
状
況
が
長
引
く
こ
と
に
対
し
て
は
、
真
摯
に

申
し
訳
な
く
思
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
刻
も
早
く
不

調
、
不
落
の
原
因
を
究
明
し
、
事
業
費
の
精
査
を
行

い
、
建
設
着
工
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
、
市
民
皆
様

へ
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

文
化
功
労
者
へ
の
対
応
に
つ
い
て

迷
走
す
る
市
庁
舎
建
設

市
長
の
責
任
は
？

村上　恵一

笹山　欣悟

動 画 視 聴

動 画 視 聴

問問

問問

答答

答答

一
般
質
問

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です
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年
々
減
少
し
て
い
る
本
市
消
防
団
だ
が
、
出
初
式

で
の
放
水
競
技
の
安
全
性
や
、
地
域
間
の
団
員
数
格

差
な
ど
の
課
題
が
あ
る
。
組
織
再
編
を
視
野
に
入
れ

た
検
討
時
期
が
来
て
い
る
と
考
え
る
が
本
市
の
考
え

は
。

　

放
水
競
技
の
安
全
性
や
消
防
団
再
編
に
つ
い
て

は
、
消
防
団
長
や
消
防
団
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し
な

が
ら
協
議
を
重
ね
て
ま
い
り
た
い
。

　

防
災
サ
ポ
ー
タ
ー
発
足
か
ら
５
年
が
経
過
し
、
課

題
が
見
え
て
き
た
と
思
う
が
今
後
の
活
動
内
容
は
。

　

指
揮
系
統
の
明
確
化
と
リ
ー
ダ
ー
の
設
置
、
連
絡

体
制
の
確
立
を
進
め
て
い
き
、
大
規
模
災
害
に
限
ら

ず
、
避
難
勧
告
や
指
示
が
発
令
さ
れ
た
場
合
の
避
難

支
援
を
行
う
。

※
そ
の
他
、
非
常
勤
職
員
の
現
状
と
新
婚
生
活
支
援

に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

　

千
葉
県
船
橋
市
で
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の

４
割
を
助
成
し
て
い
る
。
人
吉
市
で
も
で
き
な
い
か
。

　

今
後
研
究
し
て
い
き
た
い
。

　

市
庁
舎
建
設
で
総
事
業
費
や
実
質
負
担
額
が
変

わ
っ
た
場
合
は
、
ど
の
段
階
で
も
広
報
ひ
と
よ
し
等

で
市
民
に
公
表
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

市
民
へ
の
周
知
に
努
め
た
い
。

　

球
磨
川
の
土
の
堤
防
を
、
越
水
対
策
が
な
さ
れ
た

堤
防
に
強
化
さ
れ
る
よ
う
求
め
る
べ
き
で
は
な
い

か
。

　

流
域
市
町
村
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
球
磨
川
の

治
水
安
全
度
の
向
上
の
要
望
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　

山
形
県
鶴
岡
市
は
、
運
動
の
中
心
に
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
を
取
り
入
れ
、
市
民
の
医
療
費
削
減
に
つ
な
が
っ

た
。
こ
の
取
り
組
み
を
研
究
す
べ
き
で
は
。

　

先
進
地
を
参
考
に
検
討
し
た
い
。

　

平
成
31
年
度
以
降
、
国
か
ら
の
交
付
金
が
入
っ
て

こ
な
く
な
る
が
、
今
後
の
財
源
確
保
の
考
え
は
。

　

入
館
料
に
よ
る
収
入
策
等
に
つ
い
て
検
証
を
行
い

な
が
ら
、
効
果
的
な
収
入
の
増
加
に
取
り
組
む
。

　

鉄
道
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
今
後
の
運
営
方
針
は
。

　

指
定
管
理
者
制
度
な
ど
の
民
間
の
力
を
活
用
し
た

運
営
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
手
続
き
を
行

い
、
複
数
の
サ
イ
ク
ル
ポ
ー
ト
で
自
転
車
を
利
用
で

き
る
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
の
導
入
の
考
え
は
。

　

観
光
面
や
地
域
公
共
交
通
を
補
完
す
る
も
の
と
し

て
、
ま
た
Ｉ
ｏ
Ｔ
促
進
に
よ
る
地
域
課
題
の
解
決
や

経
済
活
性
化
も
期
待
で
き
る
の
で
、
導
入
の
可
能
性

に
つ
い
て
検
討
を
始
め
る
。

本
市
消
防
団
の
現
状
と

防
災
サ
ポ
ー
タ
ー
に
つ
い
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
に
助
成
を 

他

鉄
道
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

今
後
の
運
営
は
？

豊永　貞夫

本村　令斗

宮原　将志

動 画 視 聴

動 画 視 聴

動 画 視 聴

問問

問問問問

問問問

答答

答答答答

答 答答

一
般
質
問
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人
吉
市
営
住
宅
立
野
団
地
入
居
者
の
生
活
に
、
ハ

ト
の
フ
ン
に
よ
る
被
害
は
。
ま
た
空
室
の
現
況
と
対

策
は
。

　

空
室
に
つ
い
て
は
、
防
鳥
ネ
ッ
ト
張
り
や
定
期
的

に
フ
ン
の
清
掃
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

　

鳥
獣
被
害
に
つ
い
て
は
、
駆
除
の
許
可
は
現
在
熊

本
県
か
ら
市
町
村
長
に
権
限
委
譲
さ
れ
て
い
る
の

で
、
申
請
を
行
え
ば
駆
除
及
び
卵
の
撤
去
が
で
き
る

の
で
は
。

　

今
後
、
現
地
調
査
を
初
め
住
民
と
協
議
を
行
い
安

心
・
安
全
な
生
活
の
確
保
に
努
め
、
検
討
を
し
て
い

き
た
い
。

※
そ
の
他
、
瓦
屋
町
鶴
亀
橋
近
隣
の
危
険
な
道
路
の

改
修
工
事
、
人
吉
梅
園
梅
ま
つ
り
会
場
舞
台
に
雨

天
対
策
と
し
て
屋
根
の
設
置
、
石
野
公
園
古
民
家

改
修
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

　

年
間
入
館
者
数
は
。　

　

28
年
度
が
８
万
５
０
１
０
人
、
29
年
度
が

11
万
２
４
５
４
人
で
あ
る
。

　

30
年
度
で
地
方
創
生
推
進
交
付
金
は
最
終
年
度
と

な
る
が
、
年
間
の
赤
字
は
か
な
り
の
額
に
な
っ
て
い

る
。
健
全
な
運
営
を
行
う
た
め
に
も
入
館
料
を
徴
収

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

　

入
館
料
に
よ
る
収
入
増
加
を
図
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
さ
ま
ざ
ま
に
提
言
を
い
た
だ
い
た
。
附
帯
施
設

の
料
金
改
定
と
合
わ
せ
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
が
、

総
合
的
に
判
断
し
て
附
帯
施
設
の
料
金
改
定
が
最
善

で
あ
る
と
考
え
改
定
し
た
。
今
後
は
、
収
益
を
伴
っ

た
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な
ど
に
よ
る
収
益
増
加
策
や
指

定
管
理
者
制
度
導
入
に
よ
る
経
費
節
減
な
ど
の
検
討

を
進
め
て
い
く
。

　

新
市
庁
舎
建
設
に
お
け
る
国
か
ら
の
災
害
復
旧
支

援
事
業
の
期
限
は
。

　

入
札
不
落
・
不
調
等
に
よ
り
事
業
が
延
伸
し
て
も
、

一
般
単
独
災
害
復
旧
事
業
債
の
対
象
外
と
な
る
こ
と

は
な
く
、
明
確
な
期
限
は
な
い
と
確
認
。

　

新
市
庁
舎
建
設
は
、
百
年
に
一
度
の
大
事
業
。
市

内
の
事
業
者
並
び
に
県
立
球
磨
工
業
高
校
生
等
の
建

設
技
術
確
立
の
た
め
、
出
前
講
座
や
見
学
会
等
を
開

く
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

　

実
施
設
計
デ
ザ
イ
ン
検
討
の
際
に
、
球
磨
工
業
高

校
と
の
コ
ラ
ボ
を
検
討
し
て
い
る
。
安
全
に
配
慮
し

て
現
場
見
学
会
・
研
修
会
等
を
開
催
し
た
い
。

　

入
札
不
落
並
び
に
将
来
の
人
口
減
少
を
見
据
え
、

今
一
度
、
新
市
庁
舎
建
設
工
事
に
お
け
る
基
本
設
計

及
び
事
業
費
の
見
直
し
の
考
え
は
な
い
か
。

　

見
直
し
は
、
合
理
性
に
欠
け
る
。

人
吉
市
営
住
宅
の鳥

獣
被
害
と
対
策
は

鉄
道
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
つ
い
て

新
市
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

福屋　法晴

宮﨑　保

平田　清吉

動 画 視 聴

動 画 視 聴

動 画 視 聴

問問

問問

問問問

答答

答 答

答答答

一
般
質
問
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選
挙
公
約
の
、
新
市
庁
舎
建
設
は
「
白
紙
撤
回
の

白
紙
撤
回
」
を
す
る
こ
と
に
な
り
そ
の
後
迷
走
し
続

け
た
。
さ
ら
に
「
給
食
費
の
全
額
補
助
」
の
公
約
は

実
現
し
て
い
な
い
が
な
ぜ
か
。

　

方
向
性
を
導
き
出
し
、
公
約
の
理
念
に
変
わ
り
な

い
。
た
だ
し
、
見
直
し
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は

市
民
に
お
詫
び
す
る
。「
給
食
費
の
全
額
補
助
」
は

財
政
負
担
面
で
断
念
し
た
。

　

新
市
庁
舎
の
入
札
の
不
調
不
落
で
緊
急
の
「
市
議

会
全
員
協
議
会
」
に
市
長
は
な
ぜ
出
席
し
な
か
っ
た

の
か
。
不
思
議
で
あ
る
。
議
会
軽
視
、
市
民
不
在
の

対
応
と
な
る
が
い
か
が
か
。

　

業
務
を
担
当
す
る
部
長
や
課
長
が
報
告
す
る
こ
と

は
、
市
長
が
言
う
こ
と
と
何
ら
変
わ
り
が
な
い
と
考

え
る
。

※
そ
の
他
、
市
民
栄
誉
賞
授
与
で
「
な
ぜ
今
な
の
か
」

等
も
質
問
し
ま
し
た
。

　

御
溝
川
下
流
域
の
治
水
対
策
と
し
て
計
画
さ
れ
た

二
次
放
水
路
に
つ
い
て
、
昨
年
よ
り
地
権
者
、
地
域

住
民
に
対
し
説
明
会
が
開
か
れ
て
い
る
が
、
着
工
に

向
け
た
用
地
取
得
の
状
況
は
。
ま
た
地
域
住
民
に
対

し
て
、
安
心
安
全
対
策
に
つ
い
て
の
考
え
は
。　

　

多
数
の
地
権
者
か
ら
ご
協
力
い
た
だ
き
事
業
地
の

大
半
を
取
得
し
て
い
る
状
況
。
安
心
安
全
対
策
に
つ

い
て
は
、
転
落
防
止
な
ど
の
た
め
、
防
護
柵
を
設
置

す
る
予
定
で
あ
る
。

　

二
次
放
水
路
は
、
通
常
水
流
は
な
い
も
の
と
考
え

て
い
い
か
。
万
江
川
排
水
口
は
自
動
な
の
か
、
手
動

な
の
か
。
二
次
放
水
路
は
ど
こ
が
管
理
す
る
の
か
。

　

洪
水
時
の
み
の
運
用
で
通
常
時
の
水
流
は
な
い
。

自
動
、
手
動
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
い
る
。
管
理
は
熊

本
県
。

　

今
年
10
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
幼
児
教
育
無
償
化
制

度
で
は
、
一
律
に
副
食
費
は
保
護
者
の
負
担
と
な
り
、

生
活
保
護
世
帯
な
ど
無
料
で
あ
っ
た
世
帯
の
負
担
増

と
は
な
ら
な
い
の
か
。　

　

こ
の
制
度
で
は
、
生
活
保
護
世
帯
や
市
町
村
民
税

所
得
割
合
算
額
が
一
定
基
準
以
下
の
世
帯
及
び
、
ひ

と
り
親
世
帯
の
第
２
子
以
降
の
子
供
、
並
び
に
多
子

世
帯
軽
減
に
よ
り
第
３
子
以
降
の
子
供
に
関
し
て
は

負
担
な
し
。
ま
た
、
年
収
３
６
０
万
円
相
当
の
世
帯

に
お
い
て
も
第
１
子
か
ら
副
食
費
の
免
除
が
な
さ
れ

る
予
定
。

　

保
育
士
の
処
遇
改
善
に
対
し
、
市
と
し
て
の
対
応

は
。

　

県
が
毎
年
実
施
す
る
社
会
福
祉
施
設
監
査
に
立
ち

会
い
、
処
遇
面
で
の
監
査
の
際
に
は
経
過
を
見
守
り

つ
つ
、
状
況
に
応
じ
て
情
報
提
供
等
を
行
う
。

市
長
の
選
挙
公
約
及
び

新
市
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

御
溝
川
二
次
放
水
路
治
水
対
策
の

進
捗
状
況
は

国
に
お
け
る
幼
児
教
育
の

無
償
化
に
つ
い
て

高瀬　堅一

大塚　則男

西　信八郎

動 画 視 聴

動 画 視 聴

動 画 視 聴

問問

問問

問問

答答

答答

答答

一
般
質
問
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消
費
税
10
％
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
上
下
水
道
料

金
を
せ
め
て
増
税
分
で
も
引
き
下
げ
る
考
え
は
な
い

か
。

　

水
道
事
業
で
は
、
原
城
配
水
池
の
改
築
等
施
設
の

更
新
事
業
に
建
設
改
良
積
立
金
や
繰
越
利
益
剰
余
金

を
取
り
崩
し
て
進
め
る
。
下
水
道
事
業
で
は
、
老
朽

化
施
設
の
改
築
・
更
新
等
で
運
営
は
厳
し
い
。
よ
っ

て
増
税
分
の
引
き
下
げ
は
困
難
で
あ
る
。

　

国
民
健
康
保
険
で
の
一
人
当
た
り
均
等
割
額
は
い

く
ら
か
。

　

医
療
給
付
費
分
が
２
万
４
９
０
０
円
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
が
８
４
０
０
円
、
合
計
３
万
３
３
０
０

円
。

　

収
入
の
な
い
子
供
に
も
均
等
割
を
課
す
こ
と
を
ど

う
思
う
か
。

　

国
の
基
準
に
従
っ
て
軽
減
措
置
を
行
っ
て
い
る
の

で
、
適
正
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

改
正
水
道
法
や
水
道
施
設
及
び
水
道
管
等
の
耐
震

化
な
ど
に
つ
い
て
は
。　

　

本
市
の
水
道
事
業
は
可
能
な
範
囲
で
の
個
別
の
業

務
委
託
に
よ
る
経
費
削
減
が
現
実
的
と
判
断
。
老
朽

化
の
更
新
と
水
道
管
の
耐
震
化
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
り

な
が
ら
着
実
に
進
め
た
い
。

　

人
吉
イ
ン
タ
ー
周
辺
の
店
舗
や
事
業
所
な
ど
に
人

吉
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
、
設
置
で
き
な
い
か
。

　

イ
ン
タ
ー
付
近
に
観
光
情
報
を
入
手
で
き
る
場
所

が
な
い
の
で
「
観
光
べ
ん
り
処
推
進
事
業
」
も
参
考

に
対
策
を
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金
の
使
途
は
。
ま
た
、
体
験

プ
ラ
ン
と
宿
泊
を
セ
ッ
ト
に
し
た
返
礼
品
の
導
入
の

考
え
は
。

　

小
学
生
の
学
力
向
上
や
地
域
の
防
犯
灯
の
設
置

等
。
宿
泊
を
セ
ッ
ト
に
し
た
返
礼
品
を
導
入
し
た
い
。

　

若
者
が
都
市
部
に
流
出
す
る
の
は
、
地
元
に
働
く

場
が
あ
っ
て
も
生
涯
年
収
が
違
う
か
ら
。
企
業
誘
致

の
具
体
的
な
取
り
組
み
は
。　

　

地
元
に
も
意
欲
あ
る
企
業
は
数
多
く
あ
る
が
、
さ

ら
に
幅
広
い
雇
用
の
創
出
と
い
う
観
点
か
ら
も
企
業

誘
致
は
特
効
薬
に
な
る
。
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は

75
％
が
「
企
業
誘
致
は
必
要
」
と
回
答
し
て
い
る
。

重
要
施
策
と
し
て
中
核
工
業
団
地
の
整
備
に
取
り
組

ん
で
い
く
。

　

２
０
２
０
年
度
に
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
導

入
さ
れ
た
場
合
、
現
在
の
年
齢
制
限
を
撤
廃
す
る
考

え
は
。

　
「
新
地
方
公
務
員
法
第
28
条
の
２
第
４
項
に
基
づ

く
非
常
勤
職
員
」
に
当
た
り
定
年
制
は
適
用
さ
れ
ず
、

募
集
に
当
た
り
年
齢
制
限
を
設
け
る
こ
と
は
適
切
で

は
な
い
。

上
下
水
道
料
金
引
き
下
げ
と

国
保
の
子
供
均
等
割

改
正
水
道
法
と

ふ
る
さ
と
納
税
等
に
つ
い
て

企
業
誘
致
の
現
状
、
課
題
は

塩見　寿子

犬童　利夫

井上　光浩

動 画 視 聴

動 画 視 聴

動 画 視 聴

問問問

問問 問

問問

答答答

答答答

答答

一
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質
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…平成31年３月定例会の議案等の議決結果…
番　　号 件　　　　名 議決結果 番　　号 件　　　　名 議決結果

議第１号
専決処分の承認を求めることについて(平成
３０年度　人吉市一般会計補正予算(第７
号))

原案承認 議第14号 平成３１年度　人吉市水道事業特別
会計予算 原案可決

議第２号 平成３０年度　人吉市一般会計補正予算
(第８号) 原案可決 議第15号 平成３１年度　人吉市公共下水道事

業特別会計予算 原案可決

議第３号 平成３０年度　人吉市国民健康保険事業特
別会計補正予算(第４号) 原案可決 議第16号 平成３１年度　人吉市工業用地造成

事業特別会計予算 原案可決

議第４号 平成３０年度　人吉市後期高齢者医療特別
会計補正予算(第２号) 原案可決 議第17号

人吉市職員の勤務時間、休暇等に関
する条例の一部を改正する条例の制
定について

原案可決

議第５号 平成３０年度　人吉市介護保険特別会計補
正予算(第４号) 原案可決 議第18号

人吉市職員の自己啓発等休業に関す
る条例の一部を改正する条例の制定
について

原案可決

議第６号 平成３０年度　人吉市水道事業特別会計補
正予算(第４号) 原案可決 議第19号 人吉市職員等の旅費に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 原案可決

議第７号 平成３０年度　人吉市公共下水道事業特別
会計補正予算(第４号) 原案可決 議第20号

人吉市繁殖肉用牛導入等資金貸付基
金条例の一部を改正する条例の制定
について

原案可決

議第８号 平成３１年度　人吉市一般会計予算 原案可決 議第21号 工事請負契約の締結について 原案可決

議第９号 平成３１年度　人吉球磨地域交通体系整備
特別会計予算 原案可決 議第22号 損害の賠償について 原案可決

議第10号 平成３１年度　人吉市国民健康保険事業特
別会計予算 原案可決 議第23号 損害の賠償について 原案可決

議第11号 平成３１年度　人吉市後期高齢者医療特別
会計予算 原案可決 議第24号 公平委員会委員の選任につき同意を

求めることについて 選任同意

議第12号 平成３１年度　人吉市介護保険特別会計予
算 原案可決 議第25号 平成３０年度　人吉市一般会計補正

予算(第９号) 原案可決

議第13号 平成３１年度　人吉市介護サービス事業特
別会計予算 原案可決

…平成31年３月定例会の請願・陳情等の議決結果…

議案
番号

議員氏名

議案

塩
見　

寿
子

宮
原　

将
志

高
瀬　

堅
一

大
塚　

則
男

宮
﨑　

保　

平
田　

清
吉

犬
童　

利
夫

井
上　

光
浩

豊
永　

貞
夫

西　

信
八
郎

本
村　

令
斗

笹
山　

欣
悟

福
屋　

法
晴

村
上　

恵
一

永
山　

芳
宏

三
倉
美
千
子

仲
村　

勝
治

田
中　

哲　

議第
17号

人吉市職員の勤務時間、休暇
等に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

…｢表決が割れた｣議案とその議員別表決…

付託委員会 件　　　　名 議 決 結 果

経済建設委員会 農道整備(拡幅・舗装)に関する陳情書 継 続 審 査

経済建設委員会 最低賃金の大幅引き上げと全国一律制度および､開かれた最低賃金審議会のあり方を求める陳情 継 続 審 査

総務文教委員会 大畑駅の給水塔を国鉄時代の史料館として使用するための許可を求める陳情書 継 続 審 査

議員別表決
賛否が分かれたもののみを掲載しております。

○：議案に対して賛成　　●：議案に対して反対　　／：議長は表決に加わりません
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　今期（平成27年５月～平成31年４月）の議会制度研究会は、平成27年７月２日に、第１回を
開催しました。これまで、21回にわたり開催し、議会を取り巻くさまざまな課題について検討
してきました。その内容と成果等につきましては、次のとおりです。

１　人吉市議会報告会及び意見交換会
　平成23年１月から実施してきており、今期も引き続き実施いたしました。４年間で計４回実
施し、延べ92人の皆様にご参加をいただきました。
　

２　議会だよりへの議員別表決結果の掲載
　各議員の議案への賛否の態度を明らかにするため、賛否が分かれた議案について掲載すること
とし、平成28年５月15日発行の議会だよりから掲載しています。
　

３　｢人吉市議会災害対応指針｣及び｢人吉市議会災害対応連絡会議設置要綱｣の制定
　平成28年４月に発生した熊本地震の体験を踏まえ、大規模災害時における議会の対応のあり
方を制度化したものです。
　指針では、災害対応の基本方針、災害が発生したときの議員・議会の対応（議員の安否の確
認、災害情報の提供、議員による避難所支援などの共助の取り組み等）を定め、要綱では、会議
設置の判断基準、会議のメンバー、会議の役割などについて定めています。

４　『人吉市議会｢市民と議会の意見交換会｣実施要綱』の制定
　「人吉市議会報告会及び意見交換会」は全議員参加のもとで行ってきましたが、これとは別
に、３常任委員会（総務文教委員会・厚生委員会・経済建設委員会）ごとにテーマを決めて市民
の皆さんと意見交換会を行うために制定いたしました。
　これまで、農業委員会を初めとして、５つの団体の皆さんと意見交換会を行い、要望いただい
たことが、実現した事例もありました。

５　議員定数について
　本市議会の今までの定数の推移、類似団体の現状などを調査し、検討を重ねてまいりました。
また、全議員からアンケートをとり、その結果、「委員会審査において多くの意見が必要である」、
「減らすとチェック機能が弱まる」、「市
民の声が届かなくなる」といった、増
やす、現状維持とする意見や「人口減
少や財政状況を考慮すると削減するべ
きである」などのさまざまな意見があ
りました。
　市民の皆さまに議員の必要性をもっ
と理解していただくことが大事であ
り、慎重に検討した結果、来期の議員
定数については現状維持の18人とする
ことといたしました。

議会制度研究会報告




